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国立大学附属学校における

の危機管理マニュアルの危機管理マニュアル緊急時緊急時
（不審者対応）

声かけ（あいさつ・用件を聞く）対応１

不審者チェックから退去要請へ対応２

隔離・通報対応３

子どもの安全優先対応４

被害拡大防止と負傷者確認対応５

応急手当対応６

事件直後の対応及び措置対応７

参考① 緊急対策組織例１・２

参考② 危機発生時における対応チェックリスト例

参考③ 学校危機即応チェックリスト例

参考④ 負傷者チェックカード例

参考⑤ 学校危機事後対応チェックリスト例

参考⑥ 記録の重要性

参考⑦ 記録用紙の例

参考⑧ 心のケア

国立大学附属学校における安全管理の

在り方に関する調査研究会
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本資料の活用について

本資料「緊急時の危機管理マニュアル（不審者対応 」は，次のような方針や経過で作成）
しています。

○ 国立大学附属学校園（以下，本資料において「附属学校」という ）における措置状況（警備員１。

名配置，モニターカメラ付きインターホン設置）を前提としています。

○ 学校への不審者の侵入防止と侵入した際の幼児児童生徒（以下，本資料において「子ども」とい

う ）の犯罪被害の防止に焦点を当てた内容としています。。

○ 「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル （平成１４年１２月文部科学省）に示された安全」

管理の内容をもとに，附属学校での具体的な対応の参考となる内容としています。

○ 簡潔で，分かりやすい内容と，見やすい構成としています。

○ 各附属学校の実情等に応じて活用しやすいようにしています。

この方針等を受け，次のようなことに留意して作成しました。

○ 不審者対応の例をフローチャートで表現し，一目で分かるように整理するとともに対応状況をチ

ェックできるよう項目を配置しています。

○ 不審者の侵入防止等に関して必要と思われる事項を，時間の経過を念頭に置きながら，対応１～

７及びチェック項目に整理し，実態に即して活用しやすいようにしています。

○ フローチャートに示した事項は，解説で要点を述べ，事前に備えておくべき事柄などについても

掲載しています。

○ 参考として，緊急事態発生時の組織，対応チェックリスト及び記録用紙なども掲載しています。

このようなことを受け，各附属学校においては，次のような点に留意して本資料の活用を
図ることが必要です。

（ ） ， ， ，○ 不審者対応の危機管理の例 フローチャート 及び解説等を参考に 子どもの実態 障害の状況

発達段階，附属学校・地域の特性や実情に即して，各附属学校における対応の方法を工夫してくだ

さい。

○ 特に，不審者の侵入防止，不審者が敷地や校舎内に侵入した場合の安全確保及び緊急の対応等に

ついて多様な観点から対策を検討し，各附属学校において機能する独自の危機管理マニュアルを作

成してください。

○ その際，施設設備等の状況も勘案し，家庭や地域の関係機関等の協力を得るよう努力してくださ

い。

公私立の学校園にあっては，本資料中 「大学」とあるのは適宜「教育委員会」あるいは 「学校， ，

法人の事務局」等と読み替えて適切に活用願います。

イラスト：島影和夫（大阪教育大学教授）
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附属学校の安全管理の現況
（大阪教育大学の附属学校を例として）

① 警備体制：門を１か所として警備員による立哨警備

○ 警備員による入校チェック（警備員不在時は施錠）
○ 来校者は受付簿に氏名，行き先等の記入及び入校証の着用
○ 登下校時には教員の立ち番等

② カメラ付きインターホンの設置：職員室，事務室に連絡

○ 職員及び保護者については校内から解錠
○ 一般来校者については用件を聞き，必要に応じ校門まで出迎え

③ オートロック方式による通用門（小門）の開閉

④ 防犯カメラの設置（一部）

カメラ付きインターホン⑤ 教室に非常ベルの設置（一部）

⑥ 放送設備利用による校内連絡，緊急通報

⑦ ホイッスル等の携帯

⑧ 入校証の着用
インターホンモニター

○ 教職員用，保護者用及び一般来校者用等，数種類作成すると識別可能

吊り下げ名札
名札は吊り下げ式が望ましい。ストラ

ップの色を変え，教職員と識別しやすく
する。首かけ式であれば，後ろからでも
チェックが容易である。

吊り下げ式名札

大学職員用と来校者用

（写真は大阪教育大学のもの）
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不審者対応フローチャート
チェック

□声かけ
来 校 者 ← □用件聞き対応１ 声かけ(あいさつ・用件を聞く)

□受付への案内p.4
正当な理由あり

受付に案内
正当な理由なし

要請に応じる □退去要請
退去要請 校外退去 □退去・安全確認対応２

p.5

要請拒否 再侵入

□管理職等への緊急連絡不審者侵入
□暴力行為制御と退去の説得
□110番通報対応３ 組織的対応１

・隔離 □隣接附属学校への支援要請p.8
・110番通報 □不審者の子どもからの隔離
・隣接附属学校への支援要請 □緊急防犯体制及び指示
・大学等関係機関への連絡 □大学への連絡

隔離 □被害等安全確認
警察へ引渡 □不審者の荷物等観察監視

隔離できず対応4

p.10

□全教職員への通報
□緊急対策本部の設置組織的対応２

・緊急体制 □全校生の掌握
・緊急校内放送 □避難誘導
・子どもの安全確保最優先 □人員点呼
・緊急対策本部設置 □負傷者の有無確認
・警察等との連携 （子どもの安全確認）

警察による逮捕
教職員による獲捕 □警察との連携

警察へ引渡 □凶器所持等の有無の確認
負傷者発生対応５

p.12

□119番救急車要請
□被害の全容把握対応６ 組織的対応３

・119番通報（救急車要請） □ＰＴＡ救急救護班要請p.13
・応急手当
・病院へ搬送 □負傷者の

学年・組・氏名を確認記録
□負傷者の

負傷の程度を把握記録
□病院へ搬送（教員等付添）
□搬送先病院名及び負傷者名記録
□負傷者の全容把握（本部での記録）

□保護者への連絡
□帰宅方法等の確認

事件直後対応・措置 □事後対応体制の確立対応７

p.21
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明らかに不審者の場合のフローチャート

チェック

□110番通報１１０番通報

□全教職員への通知組織的対応２
・緊急体制 □緊急対策本部の設置
・緊急校内放送 □全校生の掌握
・子どもの安全確保最優先 □避難誘導
・緊急対策本部設置 □人員点呼
・警察等との連携 □負傷者の有無確認

（子どもの安全確認）
警察による逮捕
教職員による獲捕 □警察との連携

警察へ引渡 □凶器所持等の有無の確認負傷者発生

□119番救急車要請組織的対応３
・119番通報（救急車要請） □被害の全容把握
・応急手当 □ＰＴＡ救急救護班要請
・病院へ搬送

□負傷者の
学年・組・氏名を確認記録

□負傷者の
負傷の程度を把握記録

□病院へ搬送（教員等付添）
□搬送先病院名及び負傷者名記録
□負傷者の全容把握（本部での記録）

□保護者への連絡
□帰宅方法等の確認

事件直後対応・措置 □事後対応体制の確立
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声かけ（あいさつ・用件を聞く）対 応 １

学校には，多くの方々がさまざまな用事で来られる。
， ， ， ，したがって 教職員は それらの方々と出会った場合は 知っている人へのあいさつは当然ながら

知らない人にも声かけ（あいさつ・用件を聞く）を行うことが不審な行動の発見と事故の防止につな
がる。

この が不審者の侵入防止と発見の第一歩であり，非常に大切なことであ声かけ（あいさつ・用件を聞く）
る。

不審者
本マニュアルでは，正当な理由がなく

校地や校舎に立ち入ったり，立ち入ろう
とする者を不審者という。

危機意識 －不審者であることを想定する－

◎ 声かけ（あいさつ・用件を聞く）の具体的な対応事例

① 受付通過チェックの第一歩はあいさつから

「おはようございます 「こんにちは」と声をかけながら，受付を通っているかチェックす」
る。

受付（正門）では，来校者名簿に記名等をし， ，リボンの着用を要請する。入校証

② 入校証等を付けていない場合

・ こんにちは，どちらへ行かれますか。受付けはお済みですか」「
・ どのようなご用でしょうか，行き先はおわかりですか」「
・ お父さんですか，お子さんは何年何組の誰ですか」「
・ まず受付で手続きをお願いします」「

といって，受付へ案内する。
ただし，入校証をつけている場合でも，不審者であることを想定する。

③ 受付担当者不在時の体制

巡回などにより受付担当者が不在の場合にも，職員室・事務室等で同様の対応ができるよう
な体制を整えておく。
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不審者チェックから退去要請へ対 応 ２

不審者かどうかのチェックをし，入校証を付けていなかったり来校目的があいまいな場合は，丁寧
に応対しながら，敷地の外へ退去を求める。

不審者の可能性が高い場合（危機対応①）

を持っていないかを確認し，持っている可能性がある場合は，不審者を刺激し凶器や不審な物
ないようにしながら，人がいる受付へ案内し，あらかじめ定めた や 等によりヘルプカード サイン
応援を求めるとともに他の教職員へ危険を知らせる。

校内の不自然な場所への立入り，不自然な行動・態度，声かけに対する不自然な応答の場合
には同様の対応を行う。

ヘルプカード・サイン
あらかじめ応援を求めるカードやサイ

ンを決めておき，教職員が常時携帯した
， ，り 受付・教室・事務室等に置いておき

それを示すことで，応援が必要であるこ
とがわかるようにしておく。

また，複数の不審者がいる場合等も想
定して，例えば「犬２匹の絵」を用意し
たり，事務室に特定のメモ用紙（ヘルプ
カード）を置き 「メモ用紙３枚いただ，
きます」ということにより，不審者が３
人いるという合図にすること等も考えら

ヘルプカードれる。

来校目的があいまいな場合（危機対応②）

「ご用のない方は，学校の中へ入らないでください」と敷地外へ退去を求めるとともに， 再
び校内に入ってこないか監視を続ける。

不審者が校内深く立ち入ろうとしたり，校舎の方に向かった場合は 「不審者侵入！」と大声，
で叫びながら，一定の距離を置きつつ不審者の動向を注視する。

この場合，即危険が及ぶ状況であれば，大声でさらに「不審者侵入！」と叫びながら，子ど
もに危害が及ばないようにする。

◎ 不審者の可能性が高い・来校目的があいまいな場合の対応

① 不審者に知られないような や などにより，危険を知らせるとヘルプカード サイン
ともに応援を求める。この場合，不審者の動向を注視することが重要である。

② 受付担当係（警備員等）の対応

受付において， 等を見た者は，暗号や によりさらに危険の伝達及び応援ヘルプカード サイン
を求める行動を起こす。
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（例１）正門の近くに受付がある場合

不審者を受付へ誘導し，受付では「来客がありますので，ご案内します （携帯電話等利」
用）等と管理職または事務室に伝える。連絡を受けた管理職または事務室は110番通報や
子どもの安全確保にあたる。

（例２）事務室に受付がある場合

， 「 」 。複数の職員がいるときには １人が トイレに行きます といって危険の伝達等を行う
職員が１人の場合は，内線電話で「出張のことでご相談したい 「渉外係の先生，来てく」

ださい」等暗号文を定めておき，管理職に危険を伝達し，不審者侵入時の教職員の役割分
担の行動がとれるようなシステムを作る。

また，職員室等へ通報できる設備（非常ベル等）があることが望ましい。
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不審者との対応例 － 警備員による門での対応 －

① 門が閉じている場合，門の中へ入る前に用件を聞く （来校者は門外）。

「どのようなご用件ですか」

→ 不審な者の場合は中に入れない。
しばらく行動を観察しながら，管理職へ携帯電話等により報告する。

② 登下校時等，門が開いている状況で入ってきた場合には，まず用件を聞く （来。
校者は門内）

「どのようなご用件ですか」

→ 不審者の場合は 「ご用のない方は，校内へ入らないでください」といって，
退去を要請する。

③ 用件のある場合，来校者は，受付簿に氏名・用件等必要な事項を記入し，入校証
等を着用する。

行き先がわからない場合は，面談相手に受付まで迎えに来てもらう。

不審者には退去を要請する
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隔 離 ・ 通 報対 応 ３

， ， ， ，① 受付を無視したり 退去に応じなかったり また 暴力的な言動をする場合には
ただちに不審者として１１０番通報し，隣接附属学校へ支援要請を行うとともに，
子どもから隔離する。

② １１０番通報をした場合には，その状況，日時，場所等を記録し，大学へ報告す
る。不審者が獲捕できていない場合には警察とも相談し，地域の学校へ情報提供を
行い，注意喚起をする。

＊ 大学はあらかじめ定めた関係機関へ連絡する。
＊ 新たな状況を確認すればさらに通報する。

③ 危害を加える恐れがある場合には，不審者が興奮しないように，丁寧に落ちつい
て対応しながら，別室へ案内するなどして隔離し，それらについては複数の教職員
で対応する。

１１０番通報をできるだけ早く行い，役割分担に従い，子どもの安全確保等の体
制を整える。

・ 手荷物に注意
・ 手の動きに注意
・ 凶器（刃物，棒，銃，灯油やガソリンなどの液体等）を所持しているかどうかの観察
・ 不審者との距離に注意

④ 別室で対応する場合には，次の点に注意する。

・ 対応する部屋をあらかじめ決めておく。
， ， 。・ 不審者を先に案内し 対応者は身を守るため入口近くに位置し 扉は開けたままとする

・ 複数の教職員で対応する。
・ 他の教職員の支援や警察への通報が必要なときのサインを決めておく（例えば，手を組

むなど 。）
・ 興奮している場合は，冷たい飲み物などを出し，精神的に落ち着かせる。

〈110番通報の要領〉 〈校内放送の例〉
－不審者を刺激しないようにする。

○ 「110」をダイヤル
（携帯電話・ＰＨＳも同じ） ○ 待機

「これから緊急集会を開きますので，
○ 落ち着いて，例えば， 次の放送があるまで全員教室で待機して

「○○小学校です。男（女）が侵入し ください。○○係の先生は○○へ集まっ
て刃物を振り回しています。子どもがけ てください 」。
がをしました。救急車とともにすぐに来
てください 」 ○ 避難。

「これから緊急集会を開きますので，
○ その後は質問に答える形で，通報者氏 全員○○に集合してください。なお，○

名・場所・電話番号・負傷者の数などを ○先生は，○○室前の廊下でなく，○○
知らせる。 室前の階段を使用してください 」。
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〈 不審者との距離１～２ｍを想定 〉不審者との遭遇

〔凶器を持ち危険な状況〕

子どもの
有無 周囲に子どもがいる 周囲に子どもがいない

教職員数

○ 不審者との間に入り，子どもに
応援を求め，自分の身を守る。は離れないように指示する。

○ 状況により子どもに逃げるよう
指示するなど，子どもの安全確保１人
を最優先

○ 落ちついて対峙し，校外退去をする。
要請する。
・ ホイッスルを吹く。
・ 防犯ベルを鳴らす。

○ 不審者 ・ 大声を上げる。
との間に ○ 不審者の動向を注視する。
入り，複
数で子どもを安全な場所に避難 １人が他の教職員へ知らせる。複数
誘導することを優先する。

○ 状況により１人が他の教職員
へ知らせる。

。）〔 〕（入校証等を着用していない場合 入校証等を着用していても来校目的が明確でない場合を含む

子どもの
有無 周囲に子どもがいる 周囲に子どもがいない

教職員数

○ 不審者との間に入り，その場の
来校者を受付へ案内する。１人 安全を確認の上，その場に子ども

を待機させ，来校者を受付へ案内
する。

声 か け

○ 不審者との間に入り，少なく
とも１人は子どもと一緒に動
く。 来校者を受付へ案内する。複数

○ 他の教職員は来校者を受付へ
案内する。
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子 ど も の 安 全 優 先対 応 ４

不審者を隔離できなかった場合

〔凶器を持ち危険な状況〕
１ 応援依頼と防御（暴力の抑止と被害の防止）

２ 安全確保と子どもの掌握

３ 避難誘導

①通常授業（教室） ②運動会（運動場） ③研究会（教室） ④教育実習（教室）
教員：１人 教員：複数 教員：１人 教員：１人

保護者等：複数 参観者：複数 実習生：１人
参観者： 学生）（

・大声を出す ・大声を出す ・大声を出す ・大声を出す
・ホイッスル ・ホイッスル ・ホイッスル ・ホイッスル通 報
・防犯ベル（携帯） ・携帯用防犯ベル ・防犯ベル（携帯） ・防犯ベル（携帯）

・机 ・砂，石 ・机 ・机
・椅子 ・旗立て，棒 ・椅子 ・椅子防御方法
・モップ ・モップ ・モップ

・教員は，不審者 ・教員は，不審者 ・教員は，不審者 ・教員は，不審者
と子どもの間に と子どもの間に と子どもの間に と子どもの間に
入る 入る 入る 入る

・状況により，子 ・他の教職員や保 ・参観者に子ども ・実習生や参観者
どもに逃げるよ 護者等が子ども の避難を依頼 は子どもを避難
う指示するなど， を避難させる させる
子どもの安全確 ・参観者が子ども
保を最優先 ・パニックに陥ら を避難誘導避難誘導

ないよう特に幼
・子どもに他の教 児に注意を払う

職員へ知らせる
指示

・異常を察知した
他の教職員が子
どもを避難誘導
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ケース別チェックポイント

ポイント１ 安全確保の対象となるのは？

通常授業時 運 動 会 時 研 究 会 時 教育実習時

子ども 子ども 子ども 子ども
保護者 教育関係者 学生
幼児・高齢者 保護者（講演会等）

ポイント２ 門の状況は？

通常授業時 運 動 会 時 研 究 会 時 教育実習時

原則として登下校時の 出入りが多く長時間開 出入りが多く長時間開 原則として登下校時の
み開門 門・開閉が頻繁 門・開閉が頻繁 み開門

ポイント３ 警備状況は？

通常授業時 運 動 会 時 研 究 会 時 教育実習時

平日 土・日・祝または平日 土・日・祝または平日 平日
警備員の立哨 警備員の立哨またはＰ 警備員の立哨またはＰ 警備員の立哨
・通常，授業開始から ＴＡによる警備，ある ＴＡ，教職員による警 ・通常，授業開始から

終業後下校時刻 いは併用 備，あるいは併用 終業後下校時刻
まで まで

・１人体制なら８時か ・１人体制なら８時か
ら17時までなど ら17時までなど

（休憩時間を除く） （休憩時間を除く）

ポイント４ 校内の人数は？

通常授業時 運 動 会 時 研 究 会 時 教育実習時

通常どおり 通常の２～３倍 開催規模によるが大人 教育実習生数分が増加
が多数

ポイント５ 地域及び警察との連携は？

通常授業時 運 動 会 時 研 究 会 時 教育実習時

警察：定例的な巡回の 警察：重点的な巡回の 警察：重点的な巡回の 警察：定例的な巡回の
依頼 依頼 依頼 依頼

地域：参加の呼びかけ 地域：参加の呼びかけ
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被害拡大防止と負傷者確認対 応 ５

○ 不審者が暴力行為や凶器で子どもや教職員を負傷させた場合

不審者の
教員の 状況 不審者１人未獲捕 不審者複数未獲捕 不審者獲捕

状況

① 担任が不審者と子ど ① 担任が不審者と子ど授業中
もの間に入り，負傷者 もの間に入り，両方か担任が在室
が増えるのを抑止する。 らはさまれることのな

いよう教室の隅（でき
れば出入口）を背にす
るように移動する。

② 大声を上げる。 ② 大声を上げ，助けを
ホイッスルを吹く。 求める。声の出ないと

きは，ホイッスルや防
犯ブザーを利用，携帯
していないときは，椅
子を投げてガラスを破
る等大きな音を立てる。

③ 子どもが逃げられる ③ 机・椅子等で防御す
よう，机・椅子等で防 る。
御しながら出入口の近
くへ移動する。

④ 子どもに避難するよ
う指示する。

⑤ 異常を察知し駆けつ ⑤ 同左 ⑤ 異常を察知し駆けつ
けた教職員は，被害拡 けた教職員は，不審者
大防止策を施す。 の獲捕，110番・119
110番・119番へ通報 番通報，負傷者の応急，
負傷者の応急手当を行 手当を行う。
う。

⑥ 緊急対策本部を設置 ⑥ 同左 ⑥ 同左
し，役割に従い，学校
全体の負傷者の確認及
び在校生のチェックを
行うとともに，他に不
審者がいないかもチェ
ックする。

① 異常を察知した教職員は，現場に急行する。休憩時間や放課後
この際，他の教職員へも知らせるよう子どもに指示する。で担任がいない場

合
② 現場に急行した者は，上記①②③の対応

③ 連絡を受けた他の教職員は，管理職へ連絡し，緊急対策本部を設置するととも
に役割分担に従い，上記⑤⑥の実施
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応 急 手 当対 応 ６

○ 学校医への連絡

○ 近隣医療機関への連絡及び支援要請

○ 医師免許を持つ保護者への連絡

「応急手当講習テキスト 救急車がくるまでに （財団法人救急振興財団）より引用○ 心肺蘇生法 」

心肺蘇生法の流れ １（成人；８歳以上）

テキストp.3 図３
（ 図３」は消去）「
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心肺蘇生法の流れ ２（小児；１歳以上８歳未満）

テキストp.12 図34
（ 図34」は消去）「
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人工呼吸 １（成人；８歳以上） － 口対口人工呼吸により，肺に空気を送り込む －

テキストp.5 図11 テキストp.5 図12 テキストp.5 図13
（ 図11」は消去） （ 図12」は消去） （ 図13」は消去）「 「 「
図上のコメントも 図下のコメントも 図下のコメントも

テキストp.6 ポイント(上部)
（ 一方向弁付呼気吹き込み用具」の写真も）「

人工呼吸 ２（小児；１歳以上８歳未満） － 口対口人工呼吸法の実施 －

呼吸がなければ、まず、２回息を吹き込む。●

対 象 方 法 吹き込む時間と回数 吹き込む量

小 児 吹き込みに１～1.5秒 胸が軽く口対口人工呼吸（１歳以上８歳未満） かけて２回 膨らむ程度

テキストp.13 図35
（ 図35 「口対口人工呼吸」は消去）「 」
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心臓マッサージ １（成人；８歳以上） － 胸骨圧迫心臓マッサージにより，
酸素の含まれた血液を循環させる －

テキストp.6 図14 テキストp.6 図15
（ 図14」は消去） （ 図15」は消去）「 「

図上下のコメントも 図下のコメントも

テキストp.7 図16 テキストp.7 図17 テキストp.7 図18
（ 図16」は消去） （ 図17」は消去） （ 図18」は消去）「 「 「

図上下のコメントも
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テキストp.7 図19 テキストp.7 図20
（ 図19」は消去） （ 図20」は消去）「 「

図上のコメントも 図下のコメントも

テキストp.7 図21
（ 図21」は消去）「

図右のコメントも

テキストp.8 図22 テキストp.8 図23
（ 図22」は消去） （ 図23」は消去）「 「

テキストp.8 図24 テキストp.8 図25
（ 図24」は消去） （ 図25」は消去）「 「

図上下のコメントも 図下のコメントも
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心臓マッサージ ２（小児；１歳以上８歳未満） － 胸骨圧迫心臓マッサージの実施 －

片方の手の付け根で、胸骨の下半分の部位を、胸の厚さのおおよそ１／３くぼむまで圧迫する。●
床面が固く平らなところで行う。もし、ベッドやソファに倒れているときは、循環のサインがないことを確かめた●
後に床面に移す。

対 象 圧迫の部位 圧迫の方法 圧迫の程度 圧迫の速さ

胸の厚さのおお
小 児

胸骨の下半分 片手の付け根で よそ１／３くぼ 約100回／分
（１歳以上８歳未満）

むまで

テキストp.14 図37
（ 図37 「小児」は消去）「 」



- 8 -

大出血時の止血法

テキストp.17 タイトル「Ⅱ 大出血時の止血法」を除くすべて
（ 図44」～「図47」は消去）「

図下のコメントも
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テキストp.18 すべて
（ 図48」～「図53」は消去）「

図下のコメントも
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事件直後の対応及び措置対 応 ７

○ 情報の収集，事件の概要の把握・整理，提供
責任者は所在（本部）を絶対に動かず，居場所を固定しすべての情報を集中させる。
責任者のそばに連絡及び補佐員として少なくとも１人がつく。
また，状況把握と記録のためホワイトボード等を設置する。

○ 保護者等への連絡・説明
事件の状況，現状及び今後の予定について，学校が

直接，迅速・正確・簡潔に連絡，説明することが重要
である。

事件直後は，電話回線が使用不可能になると予想さ
れるので，携帯電話を利用した緊急連絡網の活用など
の対策が必要である。

○ 記録の整理（p.29参照）
① 時系列 ② 箇条書き
③ 情報源を明記 ④ 記録者を決め，１か所で集中

○ 心のケア（p.31参照）
① 日頃からの心の健康状態の把握
② 事件後の日常生活の観察強化
③ 専門家・専門機関との連携

大学対策本部の設置例

現地支援
補償問題 心のケア

報道機関 大学対策本部 ボランティア

義援金 再発防止
事件の検証

現地対策本部の設置例

事件報告

渉外 再発防止

現地対策本部

学校再開 心のケア
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緊急対策組織事例１参考①

不審者発見時の任務 児童避難後の任務

校長 ・全体の統括／指揮監督本部長：

または副校長

・校内緊急放送 ・情報収集／指示徹底

・情報収集→教職員への指示徹底 ・点呼及び負傷児童確認結果の集約通報・連絡班

副校長・教頭 ・警察110 消防119への通報 ・警察・消防・救急誘導／情報提供

（副本部長） ・隣接附属学校への支援要請・配置 ・授業継続か一斉下校かの判断対

・関係諸機関（大学，教育委員会等） ・保護者への対応決定／説明策

への連絡 ［情報提供］ ・PTA実行委員，大学，各市教育本

・児童避難か教室待機かの判断と指示 委員会への連絡部

・負傷児童搬送先病院への付添教員

への指示

・報道機関への対応／情報収集

・避難，誘導 ・不審者隔離（警察到着まで）災

・不審者対応 ・警察到着後，救護班へ害

・校内巡回（不審者の有無確認）対

・状況報告応

班

・児童の看護 ・児童点呼／看護児

・避難経路設定／誘導 ・負傷児童等の確認童

・保護者へ連絡（緊急連絡網）対

応

班

・校内巡回／外部者侵入防止 ・状況報告

・負傷児童への応急手当／搬出 ・救急車に同乗／搬送先から連絡救

・校内外未避難児童の確認助

・状況報告（負傷者名を含む）班

・児童の安全確保並びに救援

・救護体制の確立 ・負傷児童搬入先確認

（救急用品搬出／救護所設置） ・負傷児童保護者への連絡救

（メンタルサポー ・負傷児童の全容把握護

トチーム） ・救急隊・医療機関への連絡班

・精神的ケア

隣接附属学校の教支

職員 ・本部の指示で行動 ・本部の指示で行動援

班

［ＰＴＡ救急救護・支援班］
（会長，副会長） ・学校との連絡／記録正・副班長

班員 （書記，会計） ・救急救護

・保護者への連絡

＊ 当該校の全教職員によって組織すること

＊ 学校規模に応じて人員を配置すること

＊ 組織するにあたって隣接附属学校と協議すること
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緊急対策組織事例２

任 務

本部長：校長または副校長 ・全体の統括／指揮監督

副本部長：副校長（教頭） ・本部長の補佐

・本部長不在時の任務代行

・状況把握と指示本

・組織活動の推進（対応指示・調整）

・対外諸機関との対応（連絡・支援要請）

（警察110，消防119，隣接附属学校，大学，

教育委員会等）部

本部付：教務主任 ・電話の対応

班 班長 班 員 任 務

・避難，誘導／収容避難誘導係：

・負傷者の実態把握及び記録救

・生徒の管理及び第２次避難

(初動：授業担当者）助

養護教諭 ・学校医・医療機関等との連絡・連携救護係：

・応急手当及び記録班 (メンタルサポートチーム)

・警察110，消防119への通報渉外連絡係：

・保護者への緊急連絡網確保庶 避難（保全）係：

・避難場所の計画・確保／救護場所の設定

・避難生徒の確認・記録務 救急搬送係：

・救急搬送付添及び記録

班

・生徒の安全確保／救援警 事案対応係：

・外部者侵入防止護

・２次被害防止班 警戒係：

連絡係：

支

・本部の指示で配置・行動援 隣接附属学校の教職員

班

［ＰＴＡ救急救護・支援班］
（会長） ・学校との連絡／記録正・副班長

班員 （副会長，書記，会計） ・救急救護

・保護者への連絡

＊ 当該校の全教職員によって組織すること

＊ 学校規模に応じて人員を配置すること

＊ 組織するにあたって隣接附属学校と協議すること
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参考② 危機発生時における対応チェックリスト例

チ ェ ッ ク 項 目

□1 発見者の侵入者初期対応（侵入防止，退去等）はできたか

□2 侵入者の子どもへの接近を防止できたか

□3 発見者の初期報告はできたか

□4 侵入者の状況把握はできたか

□5 負傷者の有無は把握できたか

□6 負傷者の状況把握確認（出血，意識，呼吸等）はできたか

□7 警察への緊急出動要請はできたか

□8 救急車出動要請はできたか

□9 校長等管理職へ緊急連絡及び報告はできたか

□10 隣接附属学校，大学等への緊急連絡はできたか

□11 事故発生状況の把握はできたか

□12 全教職員への情報伝達はできたか

□13 初期報告後の緊急危機対応体制の確立はできたか

□14 連絡体制の確立はできたか

□15 避難場所及び避難路の確保はできたか

□16 避難誘導等の指示はできたか

□17 子どもへの注意喚起はできたか

□18 情報の収集はできたか

□19 情報の集約・記録はできたか

□20 情報を全教職員で共有できる措置を行ったか（ホワイトボ－ド設置等）

□21 二次被害への対策はとれたか

□22 教職員の緊急活動での役割は果たせていたか

□23 報道機関への対応窓口は一本化できたか

初
期
対
応

緊
急
通
報･

連
絡

緊
急
対
策
体
制
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チ ェ ッ ク 項 目

□24 救急活動に関する緊急連絡体制の確立はできたか

□25 救急活動での状況報告及び連絡体制の確立はできたか

□26 負傷者の状況把握はできたか

□27 学校医への連絡及び助言協力要請はできたか

□28 負傷者への応急手当等はできたか

□29 救急車等への教職員付添搬送はできたか

□30 負傷者に関する記録（負傷者の氏名，搬送先等）はできたか

□31 医療機関への付添者からの状況報告はできたか

□32 子どもの保護者への引渡体制は確立できたか

□33 大学関係への緊急連絡（初期報告及び逐次報告）はできたか

□34 校内の救急活動での連絡体制の確立はできたか

□35 保護者への連絡体制の確立はできたか

□36 保護者への連絡はできたか

□37 安全管理に関するマニュアル等は機能したか

□38 緊急対応方針の決定はできたか

□39 状況全体の記録はできたか

救
急
救
護
体
制

連
絡
報
告
体
制

そ
の
他



- 3 -

参考③ 学校危機即応チェックリスト例

チ ェ ッ ク 項 目

□1 危機発生と同時に全教職員へ緊急連絡をしたか

□2 即時に危機対応体制を組織し，役割を指示したか

□3 侵入者の子どもへの接近を防止できたか

□4 警察への緊急出動要請はできたか

□5 消防（救急）への緊急出動要請はできたか

□6 救急車要請はできたか

□7 校長等管理職へ緊急連絡及び報告はできたか

□8 隣接附属学校，大学等への緊急連絡はできたか

□9 侵入者の状況把握はできたか

□10 負傷者の有無は把握できたか

□11 負傷者の状況把握確認（出血，意識，呼吸等）はできたか

□12 事故発生状況の把握はできたか

□13 全教職員へ情報伝達ができる措置をしたか（ホワイトボード設置等）

□14 初期報告後の緊急危機対応体制の確立はできたか

□15 避難場所及び避難路の確保はできたか

□16 教員への避難誘導の指示はできたか

□17 子どもへの避難誘導の指示はできたか

□18 子どもへの注意喚起はできたか

□19 情報の収集はできたか

□20 保護者への連絡体制はとれたか

□21 情報の集約・記録はできたか

□22 二次被害への対策はとれたか

□23 教職員の緊急活動での役割は果たせていあか

□24 報道機関に対する窓口を一本化していたか

危
機
即
応
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参考④ 負傷者チェックカード例

児童生徒等氏名： 性別： 男 ・ 女 年 組

負傷の程度：

搬送救急車（救急隊員氏名 ：）

救急車同乗者氏名（負傷者との関係等 ：）

搬送時刻： 時 分

（ ） （ ）搬送先医療機関 到着時刻 ： 時 分着

保護者への連絡（連絡者 ： 電話）

搬送先医療機関への保護者の到着確認： 時 分

学校名：

電話番号： ＦＡＸ番号：

※ ＦＡＸ番号は裏面にも印刷しておく。
※ 負傷者チェックカードは複写式とする。

○ １枚は学校控，もう１枚は付添者が所持する。
○ 緊急時は，カードを救急隊員に渡す。
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参考⑤ 学校危機事後対応チェックリスト例

チ ェ ッ ク 項 目

危機発生と同時に全教職員へ緊急連絡し，即時に各自の役割を指示し指揮をとっ
□1

たか
， ， ，隣接附属学校及び大学や警察 消防 医療機関等や自治体へ即時に危機を通報し

□2
支援を要請したか

□3 子どもへ緊急に危機を知らせ，安全の確保に努め安否を確認したか

□4 保護者へ緊急に危機を知らせ協力を要請したか

被害者（被災者）への応急手当や医療機関への搬送等の連携が迅速かつ適切にな
□5

されたか
負傷者，その負傷の程度及び治療を受けている専門機関等，被害者（被災者）の

□6
全貌を早急に把握し，それぞれの保護者との連携を迅速かつ適切に行ったか

□7 すべての子どもの恐怖と不安を受け止め，興奮を静め，落ち着かせたか

危機発生の原因が判明し，その原因を一時的に隔離ないし排除し，危機事態は一
□8

応落ち着いたか

□9 教職員の安否と健康状態を気遣いチェックしたか

□10 子どもを安全に帰宅させ，無事帰宅したことを確認したか

□11 子どもを帰宅させた後に職員会議を開いたか

職員会議において，危機の全貌について自由に話し合い，教職員の感情表出を促し，
□12

を受け止め興奮を静め，冷静な判断のもとに行動するよう理解を求めたかそれ
危機への事後対応として，今後の教職員各自の役割について，再検討し確認が行

□13
われたか
翌日以降の授業について，教職員と保護者の共通理解のもとに，各家庭へ緊急連

□14
絡したか
教職員と警察，消防，医療機関等の判断のもとに，危機が一応治まったことを宣

□15
言したか
危機が一応治まった段階で，隣接附属学校及び大学へ危機への対応の経過を報告

□16
し，今後の対応への支援と指示を再度要請したか

□17 報道機関に対し，誤報が生じないように細心の注意を払って適切に対応したか

教職員と子ども，その保護者の三者間の共通理解のもとに，二次被害（災害）を
□18

防止するための適切な対応がなされたか
被害者（被災者）の精神的・身体的健康の回復への中・長期的なケアの在り方を

□19
検討し，見通しを立てたか
危機対応の経過を全体的に点検評価し，学校の今後の安全教育への積極的活用を

□20
検討したか

事
後
即
応



- 1 -

参考⑥ 記録の重要性

不審者の侵入などによる緊急事態が発生した場合に，その状況や対応したこと及

びその結果等を記録することは，適切な対応，保護者，関係機関等との連携を図る

上で，極めて重要なことである。

p.22●状況判断，対応を決める資料 ﾏﾆｭｱﾙ
女性のイラスト●再発防止対策立案の資料

●事後評価の資料

記録の目的
①事実を客観的に把握し，

対応，事後評価等の基
●緊急連絡の資料 ●緊急連絡，報告書等礎資料とする。

の資料②連絡，報告の基礎資料
とする。

●記者発表の資料
●状況，対応説明等

の資料

《記録の内容》
①不審者の状況（人数，場所，凶器，何をしていた等）
②子どもの状況（負傷者の状況，避難の状況等）
③施設設備等の破損状況
④教職員の対応状況（防御，避難誘導，応急手当等）
⑤負傷した教職員の状況（だれが，どんな，応急手当等）
⑥関係機関等への連絡，支援状況（警察，消防，病院，大学，隣接附属学校，保護者等）

《記録にあたっての配慮事項》
①時系列で記録
②正確な内容（事実と推察は，区別しておく。不明なものには「？」を記入 ）。
③箇条書きで簡潔な文
④重要な箇所にはアンダーライン
⑤情報源を備考欄に明記

《その他》
①記録者を決め，情報収集に努め，その都度状況を記録
②状況が明瞭に把握できる記録用紙の工夫
③記録の補助的手段として，ＩＣレコーダー等の有効な活用
④記録は，緊急事態が発生した時には一か所で集中管理
⑤プライバシーに注意

参考⑥～⑧については，
「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル （平成15年６月 初版第２刷発行）」

（著作権所有：文部科学省，発行：日本体育・学校健康センター）を基本に作成
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参考⑦ 記録用紙の例

学校の実態に応じた記録用紙を常備し，いつでも使えるようにしておくことが大切である。

１．状況，対応等について，時系列で逐次記載する記録用紙例
p.23ﾏﾆｭｱﾙ

時計のイラスト日時 状 況 ・ 対 応 等 備 考

２．状況，対応等について，不審者，学校等に分けて，時系列で逐次記載する記録用紙例

日時 不審者の状況 子どもの状況 学校の対応等 関係機関等の対応 備 考

３．不審者の状況，負傷者の場所等を，校舎平面図に表すことも有効な方法である。

①磁石付き黒板等に，大きな校舎平面図を
， ，張り 不審者や負傷者等の人数・位置を

色付きマグネットで表す。
p.23ﾏﾆｭｱﾙ

②色付きマグネットを置いた所に，時刻，ホワイトボードの写真
状況等を簡潔に記載する。

③不審者が移動した場合には，ラインで結び，
動きが明瞭にわかるようにする。

＊この方法は，地震，火事などの災害時にも
有効に活用できる。

４．負傷者の状況等を一括して把握する記録用紙例

NO 発見時刻 氏名 学年・組 保護者名 症状 応急手当 搬出時刻 搬送先病院等 付添者 備考
（TEL）

１
２

５．負傷者の状況等を，個別に時系列で把握する記録用紙例

●（ ）学年（ ）組 ・ 氏名（ ）
●保護者氏名（ ）※連絡先 ＴＥＬ（ ）
●搬送先病院名（ ）※病 院 ＴＥＬ（ ）

日 時 症 状 等 応 急 手 当 等 備 考
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参考⑧ 心のケア

大きな事件に遭遇し，深い悲しみや生死に関わる恐怖の体験などから，大きな精神的衝

撃を受け，心が不安定になることがある。このような体験をした人（家族を含む）は，被害の事

実を受けとめることができず，悲嘆したり，怒ったりと混乱状態に陥ってしまい，心に大きな傷

を残す可能性がある。心のケアが十分に行われないと，ＰＴＳＤ（外傷後ストレス障害）を生ず

る場合がある。

事件に遭遇

恐
怖
体
験

心のキズ

○退行現象
・消失していた行動の再出現

（きつ音，チックなど）
・幼稚な行動

（赤ちゃんがえりなど）
○生理的反応

・頭痛や腹痛
・睡眠障害
・食欲不振，過食

等
○情緒的・行動的反応

・落ち着きがない
・攻撃的
・仲間を避ける

等

支援体制の確立
学校を中心として，精神科医，カウンセラー
などの専門家，専門機関と連携した心のケア

＊非常災害時の心のケアが，効果的
に行われるためには，日頃から教
育相談活動や健康相談活動が学校

回 復の教育活動に明確に位置付けられ，
円滑に運営されていることが大切
である。また，スクールカウンセ
ラーの配置等を通じた学校と専門
家や専門機関等との連携も重要で

p.24ある。 ﾏﾆｭｱﾙ
右下部の図
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